
 

 

 

 

 

 

Ⅳ．関係規則等 



 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科 

博士課程黒潮圏総合科学専攻規則 

平成20年３月26日 

規  則  第 125号 

最終改正 令和７年３月27日規則第110号 

（趣旨） 

第１条 高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻（以下「専攻」

という。）に関する事項は、高知大学学則（以下「学則」という。）に定めるもののほか、こ

の規則の定めるところによる。 

（専攻の目的） 

第２条 専攻は、東南アジアから東アジアに及ぶ広範な国々や地域、海域（以下「黒潮圏」

という。）における資源・環境・社会・健康医科学・食と看護に関連するさまざまな専

門分野を統合し、解決すべき問題をふかんして、総合的・学際的な｢黒潮圏科学｣として

教育することを主たる理念とし、次の各号に掲げる人材を育成することを目的とする。 

(1) それぞれの分野に関する高度な専門知識を持つとともに、異分野の知識・視点をも

兼ね備えた研究者及び教育者 

(2) 黒潮圏科学という新しい概念を身につけ、幅広い知識と国際的な視野を持った新し

いタイプの研究者及び教育者 

(3) 黒潮圏科学に基礎を置き、幅広い知識と国際的な視野を持つとともに、国内外の産

業・経済の発展、環境保全又は資源管理に貢献できる人材 

（コース） 

第３条 専攻に、海洋資源科学コ－ス及び総合科学コ－スを置く。 

 （特別プログラム） 

第３条の２ 専攻に、高度専門知識を有し、人間社会と環境の調和のとれた持続的な地域

社会の構築をリードする人材を育成することを目的とする特別の教育課程として、「黒

潮圏」のグローカル成長戦略に寄与する「環人共生」リーダー育成プログラム（以下「特

別プログラム」という。）を置く。 

（自己評価） 

第４条 専攻は、その教育水準の向上を図り、学則第１条第２項及び本規則第２条に定め

る目的を達成するため、専攻における教育活動等について自ら点検及び評価（以下「自



 

 

己評価」という。）を行うものとする。 

２ 前項の自己評価を行うため、専攻に自己評価委員会を置く。 

３ 自己評価委員会については、別に定める。 

（副専攻長） 

第５条 専攻に、副専攻長を置く。 

２ 副専攻長は、専攻長が指名する。 

（指導教員） 

第６条 学生の研究指導のため、指導教員を置く。 

２ 指導教員は、学生の研究指導を総括的に担当する主指導教員及び主指導教員とともに

研究指導を行う副指導教員とし、学生１人について主指導教員は１人、副指導教員は２

人以上とする。副指導教員のうち１人は主指導教員と異なる専門分野の教員とする。 

３ 主指導教員は、研究指導を担当する資格を有する教授をもって充てる。ただし、特別

の事情がある場合は、研究指導を担当する資格を有する准教授･講師･助教をもって充て

ることができる。 

４ 専攻長は、専攻会議の議を経て、主指導教員及び副指導教員を定める。 

（教育方法）  

第７条 専攻の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」という。）等によって行う。 

２ 専攻において、教育上有益と認めたときに限り、他の大学院又は本学以外の研究機関

と連携して授業又は研究指導を行うことができる。 

（教育方法の特例）  

第８条 専攻において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定

の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うこ

とができる。 

（授業科目及び単位数） 

第９条 専攻の授業科目及び単位数は、別表第１のとおりとする。 

（履修方法） 

第10条 学生は、指導教員の指導の下に、別表第１の中から必修科目５科目６単位を含め

て14単位以上を修得しなければならない。なお、所属するコースの授業科目を４単位以

上修得するものとする。特別プログラムを履修する者も同様とする。 

http://www.sv.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~hoki/kisoku/d1w_reiki/41390210003900000000/41490210009500000000/41490210009500000000_j.html#JUMP_SEQ_76#JUMP_SEQ_76


 

 

（単位の計算方法） 

第10条の２ 科目に対する単位数は、次の基準によって計算する。 

(1) 講義及び演習は15時間の授業をもって１単位とする。ただし、必要があるときは

30時間の授業をもって１単位とすることができる。 

(2) 実験、実習及び実技は、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、必要があ

るときは45時間の授業をもって１単位とすることができる。 

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の

併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する時間の授

業をもって１単位とする。 

（履修科目の届出） 

第11条 学生は、あらかじめ、履修しようとする授業科目を所定の期間内に授業担当教員

に届け出て承認を受けなければならない。 

（他の専攻又は他の大学院の授業科目の履修） 

第12条 学生は、指導教員が必要と認めたときは、他の専攻の授業科目を当該専攻長の許

可を得て履修することができる。 

２ 学生は、専攻が特に必要と認めたときは、学則第65条の規定に基づき、他の大学院又

は外国の大学院の授業科目を履修することができる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は、４単位を限度として、第10条に定める単位とし

て認めることができる。 

（入学前の既修得単位） 

第13条 学生が専攻に入学する前に大学院（科目等履修生として履修した単位を含む。）で

修得した単位の認定を受けようとするときは、専攻長に願い出て認定を受けるものとす

る。 

（成績評価） 

第14条 履修科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良、

可を合格、不可を不合格とする。 

（単位の修得） 

第15条 履修科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告により担当教員が行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、演習その他特定の授業科目については、平素の成績により単位

の修得を認定することがある。 



 

 

（学位論文の提出） 

第16条 学位論文の提出については、高知大学学位規則に定めるもののほか、専攻におい

て別に定める。 

（事務） 

第17条 専攻に関する事務は、総務部物部総務課において処理する。 

（雑則） 

第18条 この規則に定めるもののほか、専攻の運営に関し必要な事項は、専攻会議の議に

基づき、専攻長が定める。 

   附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則（平成21年３月30日規則第131号） 

 この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則(平成23年３月31日規則第107号) 

 この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年９月10日規則第34号） 

１ この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

２ 平成23年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

   附 則（平成26年７月14日規則第21号） 

１ この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

２ この規則施行の日以前に在学し、引き続きこの規則の施行日に在学する者の履修につ

いては、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成27年２月16日規則第76号） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 平成26年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成28年２月15日規則第77号） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 平成27年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 



 

 

附 則（平成29年２月27日規則第75号） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 平成28年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成31年２月27日規則第78号） 

１ この規則は平成31年２月27日から施行し、平成30年10月１日（以下「適用日」という。）

から適用する。 

２ 適用日の前日から引き続き黒潮圏総合科学専攻に在学する者の履修については、この

規則による改正後の高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学

専攻規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和元年８月23日規則第29号） 

１ この規則は、令和元年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日から引き続き黒潮圏総合科学専攻に在学する者の履修につ

いては、この規則による改正後の高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮

圏総合科学専攻規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和２年３月12日規則第72号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和元年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（令和３年３月９日規則第46号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月10日規則第70号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（令和５年３月３日規則第84号） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、第10条の２

に係る改正を除き、なお従前の例による。 

附 則（令和６年３月19日規則第71号） 



 

 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、第12条第３

項に係る改正を除き、なお従前の例による。 

附 則（令和７年３月27日規則第110号） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和６年度以前の入学生については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

 



 

 

別表第１（第９条・第10条関係） 

科目区分 授業科目 単位数 備 考 

共
通
科
目 

黒潮圏総合科学特論 ◎１  

黒潮圏セミナー ◎１  

特別講究 ◎１  

黒潮圏科学特別演習 ◎２  

科学リテラシー ◎１  

社会経済調査特論 １  

２科目選択必修 生態環境調査特論 １ 

物質解析手法特論 １ 

未来共創学特論 ２  

高度専門型インターンシップ ２  

コ
ー
ス
専
門
科
目 

海
洋
資
源
科
学
コ
ー
ス 

海洋生物多様性特論 ２  

分子生物学特論 ２  

地球惑星システム学特論 ２  

天然物生合成特論 ２  

薬理学特論 ２  

鉱物資源地質学特論 ２  

生物地球化学特論 ２  

海洋環境変遷学特論 ２  

地球微生物学特論 ２  

生命情報科学特論 ２  

水圏ウイルス学特論 ２  

黒潮海洋物理学特論 ２  

海洋資源科学特論 ２  

総
合
科
学
コ
ー
ス 

進化生態学特論 ２  

底生生物学特論 ２  

海洋生物資源管理学特論 ２  

分子細胞生物学特論 ２  

鯨類学特論 ２  

熱帯土壌生態学特論 ２  

地域環境経済論特論 ２  

黒潮圏開発経済論特論 ２  

健康栄養科学特論 ２  

環境健康特論 ２  

黒潮圏水産開発論特論 ２  

植生景観学特論 ２  

黒潮圏環境史特論 ２  

地域地理学特論 ２  

体力科学特論 ２  

科学技術教育特論 ２  

魚類生態学特論 ２  

植物遺伝資源学特論 ２  

黒潮圏理論生物学特論 ２  

総合科学特論 ２  

単位数欄に◎のある科目は必修科目を表す。 

 



高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則 

平成 20 年３月 26 日 

規 則 第 82 号 

最終改正 令和３年 10 月 14 日規則第 42 号 

（趣旨） 

第１条 高知大学学則第 26 条第３項の規定に基づき、高知大学大学院総合人間自然科学

研究科（以下｢研究科｣という。）において、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修する者（以下｢長期履修学生｣という。）に関する取扱いに関し

ては、この規則の定めるところによる。 

（延長期間） 

第２条 長期履修学生として標準修業年限を超えて履修を延長できる期間は、学期の区

分に従い、６か月を単位として、当該教育課程の標準修業年限と同一の期間を限度と

する。 

２ 長期履修期間中に休学した場合は、その休学期間は長期履修期間に含まないものと

する。 

（申請手続） 

第３条 長期履修学生となることを希望する者は、長期履修申請書（様式１）を別に定

める期間内に研究科長に対し提出するものとする。 

２ 前項の申請をする者は、標準修業年限から在学期間を減じた期間が６か月以上なけ

ればならない。 

（履修期間の変更） 

第４条 長期履修学生が、履修期間の変更を希望するときは、履修期間の短縮について

は希望する履修期間の短縮の終期より少なくとも６か月以上前に、履修期間の延長に

ついては当初の申請時の履修期間の終期より少なくとも６か月以上前に、長期履修期

間変更申請書（様式２）を研究科長に対し提出するものとする。 

（許可） 

第５条 前２条の申請に対する許可は、研究科委員会の議を経て研究科長が行う。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、研究科における長期履修学生に関し必要な事項

は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。 



附 則 

１ この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 高知大学大学院人文社会科学研究科長期履修学生規則（平成 16 年規則第 320 号）、

高知大学大学院教育学研究科長期履修学生規則（平成 17 年規則第 627 号）、高知大学

大学院理学研究科長期履修学生規則（平成 18 年規則第 56 号）、高知大学大学院農学研

究科長期履修学生規則（平成 16 年規則第 412 号）及び高知大学大学院黒潮圏海洋科学

研究科長期履修学生規則（平成 17 年規則第 606 号）は、廃止する。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成 19 年度以前の入学生は、なお従前の例による。 

   附 則（平成 20 年９月５日規則第 120 号） 

 この規則は、平成 20 年 10 月１日から施行する。 

  附 則（平成 21 年９月 17 日規則第 34 号） 

この規則は、平成 21 年９月 17 日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 28 日規則第 110 号） 

この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年 12 月 14 日規則第 51 号） 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年４月 26 日規則第 14 号） 

この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

  附 則（令和３年 10 月 14 日規則第 42 号） 

１ この規則は、令和３年 10 月 14 日から施行し、令和３年 10 月１日から適用する。 

２ この規則による改正前の様式は、令和４年３月 31 日までの間、これを使用すること

ができる。 



様式１（第３条関係） 

長 期 履 修 申 請 書 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科長 殿 

 

    年度入学 総合人間自然科学研究科     課程 

 

           専攻 

 

氏名（署名）                 

 

    年  月  日 

 

下記のとおり標準修業年限を超えた長期の履修を希望したいので申請します。 

【入学後の研究計画概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長期履修計画期間】     年  月 ～     年  月（  年  月） 

 

【長期履修の必要理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導教員の意見 

指導教員氏名（署名）             



様式２（第４条関係） 

長 期 履 修 期 間 変 更 申 請 書 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科長 殿 

 

    年度入学 総合人間自然科学研究科     課程 

 

           専攻 

 

氏名（署名）                 

 

    年  月  日 

 

下記のとおり長期履修の期間変更を希望したいので申請します。 

 

【許可済みの長期履修計画期間】 

     年  月 ～     年  月（  年  月） 

 

【変更後の履修計画期間】 

     年  月 ～     年  月（  年  月） 

 

【履修期間の変更理由及び変更後の履修計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導教員の意見 

指導教員氏名（署名）             

 



博士課程黒潮圏総合科学専攻における早期修了に関する申合せ

平成 29 年 11 月 29 日 

黒潮圏総合科学専攻会議 

高知大学学則第 73 条第１項ただし書きに規定する早期修了の黒潮圏総合科学専攻における取り扱いに

ついて、次のとおり申し合わせる。 

（早期修了の要件） 

１ 黒潮圏総合科学専攻における学則第 73 条第１項に規定する「優れた業績をあげた者」とは、次の各号に

掲げる事項すべてを満たした者とする。 

(1) 在学中の研究成果に基づく学位論文に関連した筆頭著者論文が、少なくとも１編は公表（掲載予定も

含めて）されていること。 

(2) 当該研究分野課程博士取得者の水準をはるかに上回る研究業績をあげたことが審査委員会において

認められること。 

（申請） 

２ 早期修了を希望する者は、１年次に１年間の在学期間で修了を希望する場合は入学後１週間以内に、そ

れ以外の者で３年未満の在学期間で修了を希望する場合は、原則として、修了希望日の１年前までに、次

の各号に掲げる書類を、主指導教員を経て黒潮圏総合科学専攻長に提出するものとする。 

(1) 早期修了希望申請書（様式１）

(2) 授業等計画書（様式２又は任意様式）

(3) 学位論文研究計画書（様式３又は任意様式）

(4) その他参考となる資料（任意提出）

（申請時の審査） 

３ 前項の申請書の提出を受けた専攻長は、教務委員会に研究計画等の内容を確認させた上で、専攻会議に

おいて早期修了希望の申し出を認めるかについて研究計画等及び希望者による研究計画発表の内容を踏ま

えた審査を行い、判定の結果を希望者に通知する。 

（授業科目の履修） 

４ 前項の審査の結果、早期修了を希望することが認められた場合は、当該授業等計画書に基づいて授業科

目の履修を行うものとする。 

 （早期修了要件認定見込み判定） 

５ 早期修了を希望する者については、高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専

攻学位論文審査等に関する実施要項（以下「実施要項」という。）第４条から第７条の規定に基づき行う予

備審査において、実施要項第４条第２項に規定する予備審査内容に加えて、早期修了要件認定の見込みに

ついて審査を行う。 

６ 前項の審査のため、早期修了を希望する者は、実施要項第５条第２項に規定する予備審査に必要な書類



に加え、次の各号に掲げる書類を実施要項第５条第１項に規定する申請期限までに、提出しなければなら

ない。なお、１年次に１年間の在学期間で修了を希望する場合は、実施要項第５条の規定にかかわらず、

４月入学者は９月 30 日（休日のときは前平日）、10 月入学者は３月 31 日（休日のときは前平日）までに

提出しなければならない。 

(1) 早期修了審査願（様式４又は任意様式） 

(2) 早期修了推薦書（様式５又は任意様式、主指導教員作成） 

(3) 博士論文研究指導報告書（早期修了に関する所見を記入すること。） 

(4) 学修進捗状況報告書  

 

７ 第５項の審査を行う予備審査委員会には、副指導教員Ａが推薦した外部審査委員を置き、外部審査委員

の意見を踏まえながら「優れた業績をあげた者」の要件を満たす見込みについて審査した上で、予備審査

の結果とあわせて、実施要項第７条に規定する予備審査結果報告書に代えて、早期修了資格要件等審査結

果報告書（様式６）を専攻長に提出する。この場合において、「優れた業績をあげた者」の要件を満たす見

込みについてインパクトファクターによる審査が可能な場合は、外部審査委員を置かず審査を行うことが

できるものとする。 

 

８ 前項の報告書の提出を受けた専攻長は、早期修了見込みの審査結果について、実施要項第７条第２項の

規定に基づく予備審査結果の通知にあわせて申請者に通知を行う。 

 

（早期修了の判定） 

９ 早期修了を希望する者については、実施要項第８条から第 12 条の規定に基づき行う学位論文審査及び

最終試験において、あわせて早期修了の判定を行い、実施要項 11 条第１項に規定する審査結果報告書に代

えて、早期修了審査結果報告書（様式７）を専攻長に提出するものとする。 

 

10 前項の早期修了の判定のため、実施要項第９条に規定する審査委員会では、副指導教員Ａが推薦した外

部審査委員の意見を踏まえ「優れた業績をあげた者」の要件を満たすかどうかについて審査するものとす

る。 

 

（雑則） 

11 この申合せに定めるもののほか、黒潮圏総合科学専攻における早期修了に関し、必要な事項は黒潮圏総

合科学専攻会議が別に定める。 

  



様式１ 

 

早期修了希望申請書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科長 殿 

 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科 

博士課程黒潮圏総合科学専攻 

 

学籍番号 

氏 名                印 

 

 

高知大学学則第 73条第 1項ただし書きの規定に基づき在学期間を短縮し、早期修了 

（修了予定年月：   年  月）を希望しますので、下記の書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 授業等計画書（様式２又は任意様式）    １ 通 

２ 学位論文研究計画書（様式３又は任意様式） １ 通 

３ その他参考となる資料         提出は任意 



様式２ 

授 業 等 計 画 書 

授業科目等・単位 
授 業 等 実 施 計 画 

授業科目等 単位 

   

   

   

   

   

   

 

 

学生の所属（専攻・コース）、氏名 主指導教員の所属、職名、氏名 

 

印 

 

印 

副指導教員 Aの所属、職名、氏名 副指導教員 Bの所属、職名、氏名 

 

印 

 

印 

 

【注】本様式に代えて、上記の内容が記載されている任意様式でも可。 



様式３ 

学位論文研究計画書 

 

提出日      年   月    日  専攻名                   

 

学籍番号                 氏名                   印 

 

 

主指導教員                副指導教員Ａ                 

                         

博士論文題目（仮題）  

研究の背景 
①当該研究を計画するに至った経緯とその研究の必要性 
②これまでの国内外の関連する研究（該当する場合は、前期課程の研究を含む。）のまとめ 
③②の関連する研究における当該研究の位置づけについて焦点を絞り、具体的かつ明確に記入してくださ
い。 

 

 

 

研究の目的 

①博士課程修了までに何をどこまで明らかにしようとするのか。 

②当該研究に対する準備状況 

③当該分野におけるこの研究の学術的な特色・独創的な点及び予想される結果と意義について焦点を絞り、

具体的かつ明確に記入してください。 

 

 

 

研究計画・方法 

研究目的を達成するための研究計画・方法を研究の段階ごとに区分して、具体的に記入してください。 

 

 

 

研究業績リスト 
学位論文に関連のある主要な研究業績（学術雑誌に掲載（採択）された査読付き論文、国際会議で発表し

た査読付き論文）を、その分類毎に、標準的な書式で年代順に古いものから記載してください。投稿中のも
のを含めて良いが、該当項目の末尾に（○○年○月○○学会論文誌投稿）のように、投稿年月と投稿先を明
記してください。 

  

１．学術雑誌に掲載（採択）された査読付き論文 

 

 

 

２．国際会議で発表した査読付き論文 

 

 

参考文献等 

 

 

 

【注】必要に応じて行の追加可。本様式に代えて、上記の内容が記載されている任意様式でも可。



様式４ 

 

早期修了審査願 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科長 殿 

 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科 

博士課程黒潮圏総合科学専攻 

 

学籍番号 

氏 名               ㊞ 

 

 

下記の関係書類を添え、申請しますので、審査くださるようお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 早期修了推薦書 

  

２ 博士論文研究指導報告書 

 

３ 学修進捗状況報告書 



様式５ 

早期修了推薦書 

学 生 

所属・氏名 
 

主指導教員 

所 属 

職名・氏名 

 印 

推  薦  理  由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】本様式に代えて、上記の内容が記載されている任意様式でも可。 



様式６ 

早期修了資格要件等審査結果報告書 

氏  名  

学位論文題目  

１ 審査の概要 

 

 

 

 

 

 

２ 審査結果      合格  ・   不合格 

 

３ 予備審査委員会からの意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 外部審査委員からの意見 

 

 

 

 以上のとおり早期修了資格要件等審査結果を含む学位論文予備審査に関し報告します。 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻長 殿 

   令和  年   月   日 

学位論文予備審査委員会 

委員長             ㊞ 

委員             ㊞ 

委員             ㊞ 

委員             ㊞ 

外部審査委員             ㊞ 



様式７ 

 

早 期 修 了 審 査 結 果 報 告 書 

 

専    攻 黒潮圏総合科学専攻 氏 名  

学位論文題目  

１．審査結果     

 合格    不合格 

 （「学位論文の審査」及び「最終試験」の結果は、別添のとおり） 

 

２．審査委員会の意見 

 

 

 

 

 

３．外部審査委員からの意見 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり早期修了審査結果を含む学位論文審査に関し報告します。 

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻長 殿 

 

令和  年  月  日 

 

学位論文審査委員会 

主査                ㊞ 

副査                ㊞ 

副査                ㊞ 

副査                ㊞ 

副査                ㊞ 

 



高知大学大学院総合人間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキル修得に 

関するルーブリック評価の運用について（申合せ） 

 

令和６年９月９日 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科教務委員会 

最終改正 令和６年 10月 21日 

 

 高知大学大学院総合人間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキル修得に関するルー

ブリック評価（令和６年６月 17日大学院総合人間自然科学研究科教務委員会決定）の運用に関

し、以下のとおり申し合わせる。 

 

１ 大学院総合人間自然科学研究科においては、学士課程での教育を基盤として、各専攻におい

てディプロマポリシーを満たす教育を提供することを通じて、専門的な知識・技能と共に「ト

ランスファラブルスキル」を涵養し深化させる。 

 

２ 学生は、入学後できるだけ早い時期に、別紙様式１の高知大学大学院総合人間自然科学研究

科におけるトランスファラブルスキル修得に関する評価表（入学時用）に自己評価を記入し、

指導教員に提出する。 

 

３ 指導教員は、学生入学後できるだけ早い時期に、学生から提出された高知大学大学院総合人

間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキル修得に関する評価表（入学時用）をもと

に面談等を行い、学生に助言や指導を行う。 

 

４ 学生は、最終学年のできるだけ早い時期に、別紙様式２の高知大学大学院総合人間自然科学

研究科におけるトランスファラブルスキル修得に関する評価表（最終年次用）に自己評価を記

入し、指導教員に提出する。 

 

５ 指導教員は、学生の最終学年のできるだけ早い時期に、学生から提出された高知大学大学院

総合人間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキル修得に関する評価表（最終年次

用）に教員評価を記入し、当該評価表をもとに面談等を行い、学生に助言や指導を行う。 

 

６ 入学時、最終学年当初、修了時における「高知大学大学院総合人間自然科学研究科における

トランスファラブルスキル修得に関する評価表」による標準的な評価は、以下のとおりとす

る。 

 入学時 最終学年当初 修了時 

修士課程 

専門職学位課程 

１～２ ２～３ ３ 

博士課程 ３ ３～４ ５ 



 

７ 研究科長は、最終学年に在籍する学生から申出があった場合には、別紙様式３の高知大学大

学院総合人間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキル修得（見込み）証明書を発行

する。 



高知大学大学院総合人間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキル修得に関する評価表 

指導教員名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿      学生氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（記入日：  年  月  日） 

トランスファラブルスキル 

各項目の修得に対

応する授業科目や

研究指導等 

1 2 3 4 5 

1 高度な知識や技術、課題解

決に向き合う際の判断力、

課題探求力、研究倫理観 

 知識が不十分で、課題に

適切に向き合うことが

できていない 

基本的な知識はあるが、

課題の認識が不十分で

解決策に対する適切な

判断ができない 

必要な知識を使用し、適

切な倫理観をもって課

題解決に取り組むこと

ができる 

高度な知識を活用し、適切

な倫理観のもと、課題を解

決することができる 

高度な知識を駆使して課

題を洞察することにより、

適切な倫理観のもと、革新

的な方法で解決に導くこ

とができる 

自己評価： １・２・３・４・５  

2 異なる専門分野の研究者

や多様なステークホルダ

ーに自身の研究を伝える

コミュニケーション力や

プレゼンテーション力 

 コミュニケーション力・

プレゼンテーション力

が不十分で、自身の研究

を正確に伝えることが

難しい 

同じ分野の専門家とは

相互理解が得られるが、

異分野の専門家等との

コミュニケーション力・

プレゼンテーション力

が不十分である 

異分野の専門家等に、自

身の研究を伝える基本

的なコミュニケーショ

ン・プレゼンテーション

を行うことができる 

異分野の専門家等にも自

身の研究を明確に伝達で

き、建設的な議論を通じて

相互理解を得ることがで

きる 

異分野の専門家等にも自

身の研究を明確に伝達で

き、建設的な議論をリード

し、相互理解に基づく積極

的なフィードバックを得

ることができる 

自己評価： １・２・３・４・５  

3 課題解決にあたって主体

性をもって他者と協働す

るとともに、専門性を生か

した自分の役割を見出し、

またその役割を果たす力 

 主体性、協働力が不足し

ている。 

他者と協働できるが、専

門性を踏まえた自分の

役割を認識できていな

い 

他者と協働でき、専門性

を生かして自分の役割

に応じた貢献ができる 

専門性を生かして自分の

役割を果たすことができ、

他者と協働して成果を出

すことができる 

他者との協働にリーダー

シップを発揮し、自身の専

門性を生かして課題解決

のための新たな方向性を

示すことができる 

自己評価： １・２・３・４・５  

4 自身の研究を社会に還元

し、また社会的課題や地域

的課題との繋がりを見出

すことで異なる専門分野

の専門家と協働して、課題

を解決する力 

 自身の研究と社会的課

題等とのつながりの認

識が不十分で、異分野の

専門家等との協働に至

っていない 

自身の研究と社会的課

題等とのつながりを認

識しているが、異分野の

専門家との協働しての

課題解決が不十分であ

る 

自身の研究と社会的課

題等とのつながりを認

識し、異分野の専門家等

と協働して課題解決に

取り組んでいる 

異分野の専門家と協働し、

自身の研究を社会的課題

等の解決につなげること

ができる 

異分野の専門家との効果

的な協働により、社会的課

題等に対する革新的な解

決策を生み出すことがで

きる 

自己評価： １・２・３・４・５  

 

入学時用 
別紙様式１ 



高知大学大学院総合人間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキル修得に関する評価表 

指導教員名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（記入日：  年  月  日） 学生氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（記入日：  年  月  日） 

トランスファラブルスキル 

各項目の修得に対

応する授業科目や

研究指導等 

1 2 3 4 5 

1 高度な知識や技術、課題解

決に向き合う際の判断力、

課題探求力、研究倫理観 

 知識が不十分で、課題に

適切に向き合うことが

できていない 

基本的な知識はあるが、

課題の認識が不十分で

解決策に対する適切な

判断ができない 

必要な知識を使用し、適

切な倫理観をもって課

題解決に取り組むこと

ができる 

高度な知識を活用し、適切

な倫理観のもと、課題を解

決することができる 

高度な知識を駆使して課

題を洞察することにより、

適切な倫理観のもと、革新

的な方法で解決に導くこ

とができる 

自己評価： １・２・３・４・５ 教員評価： １・２・３・４・５ 

2 異なる専門分野の研究者

や多様なステークホルダ

ーに自身の研究を伝える

コミュニケーション力や

プレゼンテーション力 

 コミュニケーション力・

プレゼンテーション力

が不十分で、自身の研究

を正確に伝えることが

難しい 

同じ分野の専門家とは

相互理解が得られるが、

異分野の専門家等との

コミュニケーション力・

プレゼンテーション力

が不十分である 

異分野の専門家等に、自

身の研究を伝える基本

的なコミュニケーショ

ン・プレゼンテーション

を行うことができる 

異分野の専門家等にも自

身の研究を明確に伝達で

き、建設的な議論を通じて

相互理解を得ることがで

きる 

異分野の専門家等にも自

身の研究を明確に伝達で

き、建設的な議論をリード

し、相互理解に基づく積極

的なフィードバックを得

ることができる 

自己評価： １・２・３・４・５ 教員評価： １・２・３・４・５ 

3 課題解決にあたって主体

性をもって他者と協働す

るとともに、専門性を生か

した自分の役割を見出し、

またその役割を果たす力 

 主体性、協働力が不足し

ている。 

他者と協働できるが、専

門性を踏まえた自分の

役割を認識できていな

い 

他者と協働でき、専門性

を生かして自分の役割

に応じた貢献ができる 

専門性を生かして自分の

役割を果たすことができ、

他者と協働して成果を出

すことができる 

他者との協働にリーダー

シップを発揮し、自身の専

門性を生かして課題解決

のための新たな方向性を

示すことができる 

自己評価： １・２・３・４・５ 教員評価： １・２・３・４・５ 

4 自身の研究を社会に還元

し、また社会的課題や地域

的課題との繋がりを見出

すことで異なる専門分野

の専門家と協働して、課題

を解決する力 

 自身の研究と社会的課

題等とのつながりの認

識が不十分で、異分野の

専門家等との協働に至

っていない 

自身の研究と社会的課

題等とのつながりを認

識しているが、異分野の

専門家との協働しての

課題解決が不十分であ

る 

自身の研究と社会的課

題等とのつながりを認

識し、異分野の専門家等

と協働して課題解決に

取り組んでいる 

異分野の専門家と協働し、

自身の研究を社会的課題

等の解決につなげること

ができる 

異分野の専門家との効果

的な協働により、社会的課

題等に対する革新的な解

決策を生み出すことがで

きる 

自己評価： １・２・３・４・５ 教員評価： １・２・３・４・５ 

 

最終年次用 
別紙様式２ 



別紙様式３ 

                                    

 

高知大学大学院総合人間自然科学研究科トランスファラブルスキル修得（見込み）証明書

           

     年  月  日入学  年 月修了（見込み） 

所属専攻名   

  学籍番号   氏名 

          生年月日   年  月  日  

      

トランスファラブルスキル 対応する科目 修得状況

※１ 

高度な知識や技術、課題解決に向

き合う際の判断力、課題探求力、

研究倫理観 

  

異なる専門分野の研究者や多様な

ステークホルダーに自身の研究を

伝えるコミュニケーション力やプ

レゼンテーション力 

  

課題解決にあたって主体性をもっ

て他者と協働するとともに、専門

性を生かした自分の役割を見出

し、またその役割を果たす力 

  

自身の研究を社会に還元し、また

社会的課題や地域的課題との繋が

りを見出すことで異なる専門分野

の専門家と協働して、課題を解決

する力 

  

※１ 修得状況欄については、「対応する科目」の成績評価において「可」以上の科目及び「合

格」科目を「〇」と表記する。単位未修得の科目については空欄とする。  

      

本学大学院総合人間自然科学研究科におけるトランスファラブルスキルの修得（見込み）状況

について、上記のとおり証明する。     

      

      年  月  日  

    高知大学大学院総合人間自然科学研究科  

            

研究科長証

明の印 



 

 

学生本人等の個人情報の取扱いについて 

 

個人情報とは，生存する個人に関する情報で，氏名・生年月日，その他の記述等により特定の個人を識別

することが可能なものをいいます。 

 高知大学では，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 17年４月１日施行）」に基

づき，適正な管理の下，本学が保有する個人情報を保護しています。大学として，学生のみなさんから提供

を受ける個人情報は数多くありますが，本学が保有する学生本人等の主な個人情報の取扱いについて次のと

おりお知らせします。 

 

学生本人等の個人情報及びその利用目的 

本学が保有する学生本人等の主な個人情報は，入学試験情報及び入学手続時に提出していただいた情報

ならびに入学後の修学支援・指導，学生生活支援・指導，健康等の管理・指導に必要なものとして作成あ

るいは提供を受けて取得した情報です。   

 

※個人情報の収集と利用目的について 

本学では教育研究，学生支援，大学運営上，必要と認められる個人情報に限り，以下の利用目的のた

めに収集します。また，必要に応じて収集した個人情報に基づき，学生本人等への連絡を行います。 

 ○ 教育，授業改善 

 ○ 災害時等の安否確認 

○ 学籍管理，学籍異動管理，健康管理，奨学金管理 

○ 履修登録確認，履修管理，履修指導，成績管理，授業実施，学生名簿作成 

○ 修学指導，修学支援 

○ 大学，大学院等の進級・転学部・転学科，卒業後の進路に関する情報管理 

○ 学生証発行，学位記作成，各種証明書の発行 

○ 学費情報管理，口座情報管理 

○ 学生生活・課外活動支援 

○ 就職関係情報の作成，管理 

○ 学内施設・設備の利用管理，防犯カメラの設置による映像情報管理 

○ 図書館利用情報管理 

○ 成績通知書及び履修状況の父母等への送付・・・対象：学部生のみ 

○ 父母等との成績，履修相談 

○ 卒業後の各種案内送付 

○ 学術交流協定等による協定大学への情報提供 

○ 学内ワークスタディ等の雇用管理，給与等の支払い 

○ 教育研究及び入学試験・学生募集の改善 

 ○ 大学の広報活動への協力依頼 

  ○ 教育研究活動の支援及び本学の発展に資する活動 



 

 

気象警報・避難勧告等発表または発令時における 

授業及び定期試験等の取扱い 
 

本学では，台風等により災害の恐れがある場合に，学生の事故の発生を防止するため，授業及び定期試験

等（以下「授業等」という。）の取扱いを次のとおり定めています。 

 

１）気象警報発表時の授業等について 

休講の措置等は，キャンパス毎に行うこととし，朝倉キャンパスにあっては高知市，岡豊キャンパスに

あっては高知市または南国市，物部キャンパスにあっては南国市または香南市の気象警報に基づく。 

 

(1) 暴風警報が発表された場合の取扱い 

高知地方気象台から「暴風警報」が発表された場合，当日の授業等の取扱いについては，次のとおり

休講とする。 

① 午前７時の時点で発表されている場合は，午前中の授業等は休講とする。 

② 午前７時から午前 11 時までに発表された場合は，それ以後の午前中の授業等を休講とする。 

③ 午前 11 時までに解除された場合は，午後の授業等を行うものとし，午前 11 時までに解除されない

場合は，午後の授業等は休講とする。 

④ 午前 11 時以降に発表された場合は，それ以後の午後の授業等を休講とする。 

 

(2) 特別警報が発表された場合の取扱い 

高知地方気象台から「大雨」，「暴風」，「大雪」，「暴風雪」の特別警報の発表があった場合の当日の 授

業等の取扱いについては，次のとおりとする。 

① 午前７時の時点で発表されている場合は，全ての授業等を休講とする。 

② 始業時刻後に発表された場合，当該キャンパスの全ての授業等を直ちに中止する。 

③ 解除された場合であっても，当該日の授業等は実施しない。 

 

(3) その他の警報が発表された場合等の取扱い 

その他の警報が発表された場合には，授業等は原則として休講としないが，気象等の状況によっては，

全学教育機構長及び関係学部長等が協議の上，休講とすることがある。 

 

２）避難勧告等※発令または発表時の授業等について 

各キャンパスの所在地に市町村等から発令または発表された場合の当日の授業等の取扱いは，次の事項

のとおりとする。 

(1) 避難指示が発令された場合の取扱い 

市町村から避難指示が発令された場合，次のとおり休講とする。 

① 午前７時の時点で発令されている場合は，全ての授業等を休講とする。 

② 始業時刻後に発令された場合，当該キャンパスの全ての授業等を直ちに中止する。 

③ 解除された場合であっても，当該日の授業等は実施しない。 

 

  



 

 

(2) 避難準備情報，避難勧告等が発令または発表された場合の取扱い 

市町村等から避難指示以外の避難情報が発令または発表された場合には，全学教育機構長及び関係学

部長等が協議の上，措置を決定する。 

 

 ※避難勧告等について 

  避難準備情報，避難勧告，避難指示 

    気象庁の警報・注意報や特別警報とは別に，災害が発生し，または発生するおそれがある場 

合に，気象庁や国土交通省の観測データ，被害状況などに基づき市町村が発令する。 

  土砂災害警戒情報 

    大雨警報が発表されている状況で土砂災害の危険度が高まった場合に，都道府県と気象庁が 

共同で発表する。 

 

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成 27 年 8 月改定内閣府(防災担当)） 

より抜粋 

「市町村長は，災害が発生するおそれがある場合等において特に必要と認める地域の居住者等に 

対し，避難勧告等を発令する・・・市町村長の責務は，住民一人ひとりが避難行動をとる判断が 

できる知識と情報を提供することであり，住民はこれらの情報を参考に自らの判断で避難行動を 

とることとなる。」 

 

３）居住地域等に気象警報・避難勧告等が発表または発令された場合等の取扱い 

学生は，居住地域や通学路等に気象警報や避難勧告等が発表または発令される等の状況により，身の危

険を感じる場合には，身の安全を最優先するものとする。これにより授業を欠席した場合や，公共交通機

関の遅延・運休等により通学が不可能な場合等は，本人の申請により「特別の理由による授業欠席者の取

扱いについて」の事項として取り扱う。なお，定期試験等が受験できない場合（30 分以上の遅刻を含む。）

は，本人の申請により「高知大学における定期試験の追試験取扱について」の事項として取り扱う。 

 

４）休講措置等の確認及び周知方法等 

休講の確認及び周知方法等は，次のとおりとする。 

(1) 各学部等においては，この申合せによる取扱いを事前に学生及び教職員へ十分周知しておくものと

する。 

(2) 気象警報・避難勧告等の確認は，高知地方気象台の天気予報及びマスメディア等により，学生及び教

職員各自が行うものとする。 

(3) 大学は，「高知大学教務情報システム（KULAS）」及び「高知大学ホームページ」を通じて周知する。 

(4) 休講決定後，直ちに帰宅することが危険な場合には，全学教育機構長の決定の下，学内に待機 

させるなどの必要な措置を行うものとする。 

 

５）補講の実施等 

(1) １）及び２）の措置により休講となった授業等は，補講等の適切な措置をとるものとする。その実施

方法については担当教員が決定し，学生に周知する。 

(2) 定期試験日が休講となった場合は，原則として定期試験期間最終日の翌日（土・日曜日を含む。）を

試験代替日とする。 




